
 

 

９月９日は救 急
きゅうきゅう

の日 

令和４年９月７日 
                                       
合志楓の森中学校 保健室 
                                         
文責  橋爪 昭子  

＜「広報こうし」令和４年８月号より＞ 
左記の「広報こうし」８月号のとおり、

学校管理下でのケガは、スポ－ツ振興セン

タ－共済保険の申請をしてください。 

● 学校管理下とは 

登下校、授業中、休み時間、部活動、学

校の教育計画に基づく課外活動など 

 

 学校でのケガで受診された場合は、病院

の窓口で一旦、医療費を支払っていただ

き、申請書類等を提出した後に、指定され

た金融機関に振り込みとなります。申請書

類は学校にありますので、保健室の橋爪ま

でご連絡をお願いします。（☎ 245-7738） 

運動中に打撲やねんざなどのけがをし

たとき、どうすればよいか知っています

か？的確に応急処置をするために 

「PRICES（プライシス）」

という言葉を覚えておきましょう。 


